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アメリカ高等教育における男女共学制の発展

－１９世紀を中心に－

HistoricalDevelopmentofCoeducation

inAmericanHigherEducation

坂本辰朗
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な特徴として，女子に対してもその教育を開放したこと
戸Ｐ

があげられてし､る(3)。それでは，女子の大学教育は，ど

のようにして始ったのであろうか？１８００年には，女子

は合州国のいかなるカレッジにも入学できなかった

が（４），女子にも大学教育が開放されたのは，以下の４つ

の場合であった(5)。すなわち】ａ）独立した女子大学の

設立ｂ）男女共学の大学の設立ｃ）男子大学の共学

化。）男子大学と提携した女子大学の設立，の４つで

ある。ただし，ここで注意しなければならぬ点が２つあ

る。その１つは，大学（カレッジ）という名称と，その

教育機関が実際に行なっていた教育内容との落差であ

る。この点について，トマス・ウデイは以下のように述

べている。

「多くの共学セミナリーが設立されたが，一般の人

々には，それが「高等教育』を表わすものであった。

カレッジとセミナリーは，しばしば，話す場合にも，

書く場合にも，互いに結びついているものなのであっ

た……。

すなわち，流行のようにカレッジがつくられたもの

の，それらの多くは，そのカリキュラムについて見る

ならば，典型的なセミナリーなのであった。しかしな

がら，それらは，みずからを，新しい流行の名称で呼

んだのであった(6)｡」

次に問題になることは，仮に，前述の４つのいずれか

の場合により，女子に対して大学教育の門戸が開かれた

としてても，彼女たちは，ただちに正規の学部課程に入

学できたわけではなかった。事実は，後に見るように，

その大部分が，学部の下にある準備課程，あるいは予科

第一章新しい女子教育の展開と男女共学

〔１〕新しい女子教育

アメリカ合州国において，女子にも男子と同等な教育

が実際に与えられるようになったのは，およそ１８２５年

から１８６５年頃の時代であり，１９世紀初頭の，２，３０年

は，急進的理念が数多く現われ，次の，４，５０年は，そ

れらを現実のものとするための運動が進められた(1)。

それでは，これらの理念を発芽させたものは何であっ

たのだろうか？ベンジャミン・ラッシュは従来の女子

教育を批判し，女子に対して伝統的な装飾的才芸だけで

はなく，「自由と統治の諸原理」を教える必要があると

した。その最大の理由は，「子どもたちが，最初に心に

とどめる印象というものは，普通は女性から引き出され

たものである｣(2)という，女性＝母親＝子どもの教育者

という認識に根ざすものであった。

しかし，このような新理念の発芽はあったものの，現

実の女子のための教育機関は,その教育内容についても，

その規模においても，男子のためのそれと比肩しうるも

のではなかった。すでに１８世紀末から多くの女子セミ

ナリーが設立されてきたが，この新しい教育機関が，数

多くの女子たちに利用できるようになるにつれ，男子が

与えられていた教育と同等なものを要求する動きがあら

われてきた。すなわち，高等教育の女子への開放の要求

である。

合州国においては，女子の高等教育は，その発端をア

カデミーの創設に求めることができる。１８４０年から５０

年にかけて最盛となるこの新しい教育機関は，その顕著
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に入学せざるを得なかったのである。したがって,１Ｍに，

女子の入学者数，卒業者数を単純に考察することは，い

ささか早計であると言えよう。

〔２〕「男女共学」の意味

次に，「男女共学」という語が，どのような意味に使

われていたか，考察する必要があろう。

周知のように，「男女共学」という語は，英語（米語）

のcoeducationの訳語であるが，この語がアメリカで

誕生したのは，ウデイによれば,１８５４年頃のことであり，

この年に発行された－雑誌が，この問題について賛否両

論を褐戦している，とされている(7)。

さらに，０.ＥＤ・は，この語が，今日受け取られてい

るような意味で最初に使われたのは，１８７３年，ボストン

の医師であり，ハーヴァードで教鞭をとっていたことも

ある，エドワード・クラークが発表した，『教育におけ

る性一女子に対する公平な機会』と題された書物の｢'1

においててある，としている(8)。この著作は，後に著橘

な心理学者スタンレイ・ホールによって，「女子教育史

上,最も重要な問題を提起した」論文と認められ(9),「そ

の科学的な論調により，当時，多大な力をもたらし,」

「生理学上の見地から(共学)政策への反証をあげた(IOU

として，その後，たびたびEIlHjされるようになったもの

である。クラークは，この著作の第４部「男女共学につ

いて」の中で，coeducationという語を，かなり厳密に

吟味をしている上('1)，この著作に対しての反論という

形で，女子教育，及び男女共学について論じた，諭文，

著作が，数多く公表された('2）ことを考え合わせれば，

この言葉が吟味され，意味が明確化され，それが普及し

たのは，この時期であると考えることができる。

もちろん，実際に行われた男女共学は，はるか昔にさ

かのぼるわけであるが，その場合には，たとえば後述の

オパーリン．カレッジにおいては，joillteducationof

thesexesというような表現がつかわれている。

以上が，語源についての若干の考察であるが，それで

は，その具体的な内容はどうであろうか？まず，私た

ちは，「男女共学」という語を，どのように受け取って

きたのであろうか。日本においては，戦前，以下のよう

な一定義がなされている。

「－，同一の校舎と教師とを共通して居るが，生徒は同

席して学習する事が無い学校，即ち男子学校に女子

部を併置する場合。

二，同種，同程度の教育を授け，卒業後，同資格を与

へる女子の学校の義，之は普通同格学校（ＣＯ･ordL

nateschool）と云って居る。

三，多くの学科（すべてと云はず）を教室で同席して

学習する学校。

四，教室で同席して学習する上に，同一の学校構内に

寄宿舎を設ける学校，尤も同じ棟，同じ室に起臥せ

しむる意ではない。

この四つは広い意味で云へば共学である。然し，第一

の形式は共学の意味が極めて浅い。第二の形式は共学

の一つの目的を果し得るに過ぎない。……結局共学と

云へば，第三，第四の形式をもったものと云ふ可きで

ある('3)｡」

これが，戦後になると，さらに限定された解釈が行わ

れるようになる。

「『男女の共学』はりこれを学校教育についていえば，

学校が，その学生，生徒，児童等を収容するについて

男女の性別により何らの差別を設けずに，入学・在学

等について均等な機会を与えており，男女の学生，生

徒または児童等について，原則として，Ｈｌｉｎｊ－の教室

において，ロ同一の教科または学科に関して，口同一

の教員により，燭同一の方法・教材をもって，学校教

育が実現せられることをいう。これらの四要件のいず

れを欠いて，男女の学生，生徒または児童等について

学校教育が実現せられたとしても，それは，男女の共

学による学校教育の実現ということはできない｡』)｡」

以上が，日本における解釈であるが，アメリカにおい

ては，本稿が扱う時`代は，「男女共学」という語は，い

わば，語義の形成期にあたるため，その意味の振り編は

かなり広くなっている。たとえば，今日においては，ハ

ーヴァードとラドクリフは共学である，とは言わないが．

当時，ラドクリフが，「ハーヴァード・アネックス」と

して誕生したときには，「ハーヴァードにおける男女共

学」という見出しの論文もあらわれている('5)。そして，

Iili述の日本における解釈のように，この言葉の意味を吟

味し，さらにその上で歴史的発展を跡づけたi論文は，私

の知る限りにおいてはない。しかし，一般的には，前引

用の戦勵ilの日本における定義の，曰ないし閂を「男女共

学」であると認めているようである。以下の本稿の記述

も，「男女共学」を，このような語義の範囲でとらえて

いる。

第二章高等教育における男女共学制の

理念と実験（1830-1860）

〔１〕女子の高等教育

１８３０年から１８６０年までの期間は，高等教育における

男女共学IIiUの実験の時代である，と言うことができよう。
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部地方の教育とはまったく関係ないものと見るべきでは

なかろう。

それでは，西部において，男女共学はどのような形で

始められたのか－これについて，以下に，二つの著名

なカレッジの場合を，やや詳細に述べてみたい。

〔２〕オバーリン・カレッジにおける男女共学

合川国において，最初に男女共学となった大学は，テ

ネシールlのブラウント・カレッジ（1794年)であったが，

これは長続きせずに終ってしまい(23)，結局，最初から

－１賞して，男女共学制を採用してきた，合川国最古の大

学は，オハイオ州のオバーリン（Oberlin）であった。

オバーリンの起源は，１８３３年に設立されたOberlin

Collegiatelnstituteに求めることができる。１８３３年，

イェール大学出身で，長老教会派(PresbyterianChur‐

cll）に属するシッファード（JohI1JayShipherd）たち

は，以前より存在していたオパーリン手工学校（Manu‐

alLaborSchool）を発展させる計画を立てた。原案で

は，カレッジへの準備のための単なるアカデミーであっ

たが，シッファードは，これにカレッジ・コースと神学

部を付け力Ⅱえることを考え，これが実現することになっ

た(24)。

さらに彼は,新学校が果たすべき役割りの１つとして，

女子の品性の向上というものを考えたため，女子学部を

併設し，「最高の女子セミナリーで教えられているよう

な役に立つ'学科を教授する」ことを決定した(25)。

このようにして誕生したオバーリンは，発足時から，

性についても，また人種についても，何ら差別を行なわ

なかった点で，当時としてはりまさに「超急進的」と言

えよう(２６〕。

しかしながら，発足間もない頃は，むしろ予科の万が，

男女を問わず，学生数が多かった(27)。後年，総長にな

ったフェアチャイルド（JamesILFairchild）は，当時

を以下のように述べている。

「最初の年は，３分の１強の女子を含む，１００人余

の生徒のいるハイ・スクールでした。……そして，

少くとも半分の学生は，ニュー・イングランドとニ

ュー・ヨークからやって来たものです。２年目にな

ると，学生数は約３００人と増え，神学部とカレッジ

のクラスが完全に活動を始めました。その中で，女

子は約４分の１でした(28)｣。

前述のように，オバーリンには，正規のカレッジ・コ

ースの他に，女子学部が併設され，「レデイズ・コース」

と呼ばれる特別な課程が作製されていた。これは，すべ

てのギリシア語の科目と，ラテン語の科目の大部分，そ

それはまた同時に，女子の高等教育の実験期でもあると

言える。ごく大まかに言って，南北戦争（1861-1865）

以前にあっては，男女共学制は，ある程度の発展はした

ものの，実質的には，一つの壁につき当った状態にあり，

その一時的な瑳践は，他の様々な教育改革の挫折と同様

な文脈の中でとらえることができる０６)。

1850年以前は仁，２２の女子のための高等教育機関

（必ずしもカレッジという名称を持っていたわけではな

い）が存在したが，これらのうちで，男子のための大学

と，その教育内容において比肩できるものは，いずれも

後にカレッジとなった，マウント．ホリヨーク（Mount

Holyoke)，およびロックフォード(Rockford）の２つの

みである〔'7)。さらに，1850年代には，数多くの女子カ

レッジ，及び男子カレッジに付属した女子カレッジが開

設されたが，これら３７校のうち，３２校は南部の州に存

在していた。しかし，これらのうちで，真にカレッジと

認められるのは，ニューヨーク州のエルミラ女子カレッ

ジ（ElmiraCollege）のみであり('8)，このカレッジは！

「男子のためのカレッジ，ユニグァシティと同等の便宜

を与え卒業のためには同等の規準を採用した，合川国で

最初の，そして，知られている限りでは世界最初の('9)」

女子のための教育機関であると言われている。

それでは，男女共学のカレッジはどうであろうか。一

般的に言えば，男女共学制の教育機関が発達したのは西

部地方であるとされている。このことは，カレッジにつ

いては特に当てはまることである。と言うよりむしろ，

1860年頃までは，西部において，女子が高等教育を享受

するためには，男女共学のカレッジによる以外，途はな

かったのである。なぜならば，この時代，西部には女子

カレッジがまったく存在しなかったからである(20%

しかしながら,そのような西部の男女共学カレッジは，

ある程度，東部のより古い学校で行なわれた共学の実験

を下敷にしていた。アリス・パーマーによれば，少くと

も，中等教育後の段階で，最初に男女共学を実施したの

は，マサチューセッツにあるブラヅドフォード（Brad

ford)・アカデミーとされているし(2,,さらに川後述の

ように，合州国最初の男女共学カレッジ，オバーリンに

ついても，このカレッジの設立者たちはイェールの出身

であり，オバーリンの教育課程はイェールのそれと類似

したものであり，その影響は明らかに認められる(22)。

それゆえ，西部においてその発展を見た，男女共学と

いう教育制度を西部地方独自のものであり－確かに，

後述のように，1860年以降の西部地方における共学制の

飛躍的な発展は，西部特有な要因が働いているが－束
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れに数学を除き，そのかわりに，フランス語や美術が充

てられたものであった。そして,この課程の修了者には，

一種のディプロマが授与された(29)。このような特別コ

ースが併設されていたことは，もともと，女子には，正

規のカレッジ・コースに入学することが期待されていな

かったのだ，と見ることができよう。しかしながら，１８

３４年秋になり，カレッジの運営が軌道に乗ると，前記の

フェアチャイルドの言葉にもあるように，カレッジのク

ラスに参加する女子学生があらわれた。そして，ここに

初めて，カレッジの段階での男女共学が実現した。

１８３６年５月，教授会は，大学評議会に対して，二年間

の男女共学の実験に関する，以下のような内容の報告書

を提出している。

「同一の教育機関内に，男子，女子の両学部を統合

させるという，２年間以上もの実験の後，われわれは，

以下の見解を支持するものである。すなわち，両性間

の相互影響は，精神及び品性を陶冶する上で，この上

もなく適切なものであり，真の徳を養う上で，また，

青年期にありがちな，身持ちの悪さとか，愚かな言動

を是正する上で’疑いもなく有益なものである｡」

「さらにまた，われわれの経験は，適切な管理の下

では，この同一の方針を採り続けることによって，い

かなる重大な悪徳も生ぜず，かえって，大きな徳が現

ずるであろうことを，十分に示すものである。すなわ

ち，両性を－諸にすることは，－人間社会の理念の

根底に横たわっているものであり，神みずからが，そ

の仕組みの中に挿入したものであり，一人類が，ほ

とんど普遍的に認めてきたものなのである(30)｡」

オパーリンにおいては，男女とも全員に，１日４時間

の労働が義務づけられていた。この労働は，１つには，

彼らが，みずからの学費や生活費をかせぐことが目的で

あったが，設立者の１人，シッファード自身が，手仕事

(manuallabor）こそが，全人（wholeman）になるた

めの中心部分である，と考え，重要視していたのであ

る(３１)。「オパーリン・カレッジは，アメリカの教育の中

に，健全な肉体に健全な精ｉＩＩ１，というギリシアの理念を

導入したのであった(33)｡」仕鯛の内容は，男子学生は，

農業，園芸，機械をとり扱う数種の仕事であり，女子学

生は，家政，針仕事，毛糸細工，蚕糸業，園芸の一部な

どであった(33)。

オパーリンにおいては，男子，女子が，より親しくな

るのは，授業においてよりも，むしろ寄宿舎の食堂のテ

ーブルにおいててあった。１８３６年には，以下のようなオ

バーリン訪問の印象記が残されている。

「女子用の部屋と，男子用の部屋とは，明確に区別

されており，いかなる男子も，女子の部屋に入るこ

とを許されていない。彼らは，会合や，訪問客のた

めの快的な部屋を持っており，その使用は，彼らに

まかされている。食堂のテーブルにおいては，１人

の女子に対して４人の割合で男子がおり，テーブル

の各側に適当な''１１隅をあけて，２，３人ずつ－諸に

すわっている。このため，彼らは，手の届く範囲で，

彼らが家庭で行なっているのと同様な役割りをやっ

ているのである(3の｡」

また，男子と女子は，彼らの労働の際は，別々になっ

ていたが，女子が行う「家政」の仕事は，男子と密接に

結びついたものであった。彼女らは,テーブルにおいて，

男子の給仕をしただけでなく，彼らのために，洗濯や衣

類の繕いを行い，部屋を掃除し，皿を洗った。「きちん

としたクリスチャンの家庭において，若者たちが置かれ

ているような環境」で，両性が交わることが，オバーリ

ンの目ざしたものであった。したがって，このような家

庭では，男性が長であることが明確に理解されていたが

ゆえに，オパーリンにあっても，男子は，しばしば，

「先導的な性（leadingseX)」と言われたのである(35)。

１８４５年になると，オバーリンにおける男女共学の成果

を検討する委員会が設l慨され，報告書が提出された。そ

の中において，委員会は，現在行われている男女共学制

から生じている弊害として，以下の２点をあげ，その是

正を勧告した。すなわち，（１）両性が，お互いの交際に，

あまりに多くの時間を費やしていること。それゆえ，互

いの訪問とか散歩とかいった時間について，特別な規則

をつくって，制限する必要があること。そして，この規

則は，特に女子に対して，きびしく適用されるべきであ

ること。(2)早期に結婚の約束をしがちであること。こ

の結果，婚約の破棄といったことになる場合や，多くの

場合，勉学が，なおざりになりやすい。以上の２点であ

った(86〕。

しかしながら，委員会は，このような悪弊が生じてい

るにもかかわらず，「女子は，オモチャか，なぐさみも

のである，といった考えは，現実の大学においての知的

競争によって，完全に打破できるのである(37)」という，

利点を評価し，共学制を廃止することを考えたものでは

なかった。

それでは，オパーリンにおける男女共学制を支えた，

賛成論の根拠とは，どのようなものであったのだろう

か。フェアチャイルドが，1867年に，オハイオ州の大学

総長の集った会合で行なった演説には，以下の８つに分
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のが存在するが，オバーリンにはそれがない。この理由

は，学校内において，よき秩序が保たれていることもあ

るが，「それ以上に，学校の構成が，地域社会のそれと

非常によく似ているために，いかなる争いも不自然なの

である｡」

最後に，男女共学で教育された青年たちは，社会全体

と調和していることになるのであり，人生における責任

というものを，よく理解し，社会の仕事に参加する準備

ができている。そして，「彼らは，人々の感'情によく調

和し，全体の利益というものを，よく理解するようにな

るであろう｡」

前述のように，１８３７年になってはじめて，４人の女子

学生が，正規の学部に入学し，カレッジにおける男女共

学が開始されたが，女子学生のその後の入学者数は，や

はり少数にとどまっていた。たとえば，1861年には，学

部に在籍した女子が３３人，「レデイズ・コース」が２１３

人，１８６５年には，学部１７人，「レデイズ・コース」１７５

人であり，さらに，１８７３年までの卒業者数を見ると，男

子が579人，女子が620人であったが，女子の内訳は，

学部９５人，「レディズ・コース」５２５人であった〔39)。

このような状態は，後に述べるような，南北戦争と，そ

れに続く社会変動によって,女子の高等教育そのものの，

役割が変化してゆくまでは，当然の現象と言えよう。

〔３〕アンティオク・カレッジにおける男女共学

合州国において，オパーリンについで男女共学制を採

用した大学は，同じオハイオ州にあるアンティオク

(Antioch）・カレッジであった。このカレッジは，新教

の一派であるディサイプルズ・オブ・クライストの信者

たちの創設によるものであり，１８５３年１０月，「アメリ

カ公教育の父」として著名な，ホレース・マンを総長に

迎えて開校した。

アンティオクは，laymanを総長にし，大学を，非宗

派的基礎の上に設立したことも画期的であったが，オパ

ーリンにならって，最初から性，人種に対して，何らの

差別を設けなかったい))。

アンテイオクの設立にあたり，マンは，通例のアメリ

カの大学にはない，三つの役割りをアンティオクに期待

したが，その第一審目が，「女子に対し，男子と同等に

教育の機会を保証し，ひいては，これらの機会を，同一

の学科,クラスにおいて，同一の教師により教育を行う，

というところまで拡張する(４１>」ことであった。しかし

ながら，マンは，男子と女子に，まったく同等（identi‐

cal）な教育を必要とするとは考えなかった。「女性は，

女'性として教育されるべきである｡」というのが彼の自

けて述ぺられている(38)。

まず第一には，「資源の経済性」が，あげられている。

共学制を採用することによって，いちどにより多くの学

生を教えることができ，「西部の大部分の大学では，何

らの損失なく，大学の上級クラスを２倍にすることがで

きる。」ただし，「この編成によって，明らかな不都合が

起ったならば，経済性という点から引き出されて来る議

論は，本質的には何らの重要性を持たない。なぜなら，

わわれれは，最善の高等教育制度を，いかなる犠牲を払

っても持たねばならぬからである｡」

第二には，「学校管理者の便宜」のためである。「この

制度は，最も便利で健康的なものである。両,性とも，異

性が目の前にいることで，かえって危険が少いむのであ

りＪ男子大学と女子大学が別々にあった場合，両性が

￣諸になろうとするのを,別々にしておこうとする万が，

多大の警戒を必要とする。

第三は，「勉学に対する健全な刺激」が与えられるこ

とである。このようなものは，あらゆる学校で必要とし

ているものであり，さらに重要なことは，このような刺

激は，学校を卒業した後に，その人に対して働く社会的

なそれと同様なものである，という点である。

第四は，「社会的教養」が身につく，ということであ

る。この社会的教養を身につけるために，「男子学生は，

余計な時間を使ったり，わき道をしたり，本来の課業か

ら離れる必要は全くなく……自分が，その中にいること

に気ずき，そして，本能的に，それに適応しようとする

のである｡」

第五は，共学制では，秩序がよく保たれる，というこ

とである。「このように大きな学校での訓練が，たやす

く行ない得る，ということは，私たちにとっても，依然

として驚きである｡」と，フェアチャイルドは述べてい

る。非行によって放校になる学生もいるが，それらは，

常時２００人から４００人の学生を抱える学部，及び女子

学部では，５年に1人といった割合である。「この結果

を，私たちは，男女共学制の健全な影響によるところが

大である，と考えている｡」

第六は，学校外の町へのよき影響である。ひとたび学

校内で，よき秩序と徳が形づくられると，それは外部に

も及ぼされるようになり，「もし若い男子だけならば，

酒場や他の遊興場などの形をとって，大目に見られる悪

徳も，女子が一諸にいるならば，許されることはないで

あろう｡」

第七は，学校と地域社会との関係という問題である。

普通の大学とその周辺の町との間には，反感といったも
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論であった(４２)。

さらに，マンは，最初は，男女の共学という問題につ

いて，多少の疑念を抱いていた。しかし，彼は，「女子

の教え方は男子のそれよりも忍耐強く，持続性があり，

さらに完蟹である」という，女子の教師としての適格性

を信じていたのである(43)。

マンの最初の計画では,教員養成のための教育学部と．

それに連結した一般教養を教授する予科をつくることで

あったが，実際には，学部(undergaduatecourse)，教

員養成課程（teacher'scouTse)，英語研究課程(course

ofEnglishstudy)，それに学部入学のための予科

(coursepreparatoryforcollege）の４つがつくられた。

このうち，教員養成課程は，ラテン語とギリシア語が除

かれ，その代わりに１年間のフランス語と，２学期'１Mの

ドイツ語の履習が義務づけられており，「ほとんど，上

級のセミナリー・コースのようなもの」であった(")。

この課程は２年であった。英語研究課程は３年であった

が，その内容は，「単なる準備課程にすぎず,女子のため

の上級セミナリーに比肩できるものではなかった('5)｣。

したがって，これらは，オパーリンにおける「レディズ

・コース」にあたるものと言えよう。ところで，実際に

入学した学生は，各コースにどのような比率で分散して

いたのであろうか。これについては残念ながら，完全な

資料を見ることができなかったが，先に引用した，「教

育長官報告」に載せられたメイヨの論文によれば，開校

時には150名の学生が入学し，その内８名が学部に，残

りは様々な課程に分散していた(`6)，とされている。男

女別の学生数は記されていない。ただし1870年７川４

日付の「ネイション」誌に掲載された匿名の通信記馴，

「アンティオク・カレッジの男女共学」は，開校時の入

学者数を，男子２３５名，女子９８名，計３３３名である，

としている。そして，１８５６年には，男子４０１名，女子

138名，計５３９名にまで増加するが，その後は，後述す

るように，アンテイオクの鎖閉に致るまで，学生数は減

少の一途をたどっている。さらに，卒業者数は，１８５６年

において，男子１２名，女子３名と，きわめて少数であ

り，この状態がしばらく続いている(４７)。

しかしながら,西部の多くの新しい教育機関とlFj様に，

アンテイオクも，その開校時から，財政上の問題に苦し

められてきた。この問題こそが，マンを肢も悩ませたも

のであり，アンティオクは｜その開校ijilから，事実上

破産の状態だったのである(州)。そのために，施設も満

足ではなく，たとえば，マン総長の就任式に列席した

３０００人余の来賓は，その夜は，自分たちが乗って来た馬

第１７号１９７７

車の中で過さねばならなかったし，校舎の周囲には柵が

まったくなく，ホールにはドアがついていなかったため，

食雄の中に野生の豚が入り込んでくる，といった有様で

あった｡,)。特に，マンの死（1859年）後は，学生数の

減少とともに叶躯態はさらに悪化し，ついに南北戦争が

始まると，男子学生，教員の召集が加わり，１８６２年に

は，予科を除いて，一時鎖閉のやむなきに至った(50)。

1865年９月に，アンテイオクはようやく再開校された

が，当初は，総長の席には代理の者が就任し，昔からの

教授陣は少数派であり，新スタッフは，男女共学制に対

し懐疑的であった(51)。「士官学校の厳格な訓練と，ニュ

ー・イングランドの師範学校における教育方法を取り入

れた(厨2〕」昔日のアンティオクの姿はなく，「実際，こん

なにバラバラの状態では，カレッジと認めることは，ま

ったく正当とは言えない〔53)」といった状態であった。

後の総長ヘンダースンは，初期のアンティオクについ

て，次のように述ぺている。

「マンと彼の友人たちは，アンティオクを，『西部

の小さなハーヴァード』と呼んだがいくつかの領域

では，ハーヴァードよりはるかに先に進んでいた。

すなわち，性，人種，信条に差別を設けず学生を受

け入れ，男性と同等に，女性の教授陣を置いたこと

である(")｡」

しかし実際には，次の引用が示すように，少くともマ

ンの死後は，アンティオクは〆他の多くの西部の新大学

の地位にまで落ちてしまったのである。

「合州国，特に東部の州には多くの大学があり，そ

こではアンティオクが与え得る以上にすぐれた教育

施設を，男子に対して提供していることは明らかな

事実である。男子の中では最高のクラスに入る者た

ちが，これらの大学に行くのである。望みも低く，

そして多分，能力も劣る男子，そして資力のない男

子が,こちら（アンティオク）にやって来る。だが，

女子についてはどうであろうか。自分たちの州にお

いて，教育の便宜を奪われている，聡明で，十分な

動機をもち，向学心に燃えた東部の女子たちは，自

分たちの兄弟たちが，ハーヴァードやイェールで享

受している権利を共有しようとして，彼女らのオハ

イオの姉妹たちのもとへやって来るのである(56)｡」

〔４〕モリル法と南北戦争の影響

１８６０年から８０年の間に，合州国の高等教育における

男女共学は急激な進展を見せるが，この原因は，１８６０年

代におこった２つの事件によるものと考えられる。それ

らの第一のものは，南北戦争であり，第二の;ものは，
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1862年のモリル法の成立である。

１８６２年に成立したモリル法は，合計で11367832エー

カーの公地を，農業大学，及び新しい学科を教授する

教育機関の基金のために，各州に払い下げたが(56)，こ

のために，１８６０年までに全州で１７しかなかった州立大

学(57）が急増することになった。ここで注目すべきこと

は，この土地払い下げは，特に北西部の州においては，

女子にも男子と同等の教育機会を保証するものと考えら

れ，これらの地域において払い下げの恩恵をこうむった

州立大学は，両性に等しく開かれることになったのであ

る｡8)。教育史家カバリーは言う。

「ミシシッピー川の西のあらゆる州立大学は，ミズ

リーを除き，設立の最初から男女共学であり，ミシ

シッピー川の東方では，３つの大学を除き，インデ

ィアナ，ミシガン，イリノイのリードに従って，女

子学生にも門戸を開放したのである。アレゲニー山

脈の西部の人々の民主主義的精神（democratic

spirit）は，（大学を）支える代償として〆彼らの息

子，娘両方に，平等な利益を要求したのであっ

た(`,).」

実際，このことは，1860年から８０１Ｆまでの間に開校

された１４の州立大学のうち，１０校は開校当初から男女

共学を実施していることからもうかがえよう(M)。（なお，

州立大学のうちで，モリル法にその起源をもつものは，

カリフォルニア]イリノイ，メイン，ミネソタ，ネブラ

スカ，ネヴァダ，オハイオ０ウエスト・ヴァージニア，

それにワイオミングの９校である(6,層）

さらに，モリル法によって，ヴァーモント，ウィスコ

ンシンの各州立大学のような「小さく，貧弱な州立大学

は，新たな生命を呼びさまされた(62)」のであった､

南北戦争は，特に南部連合の各州には．壊滅的な打撃

を与えることになったが，同時に，以前は男子によって

占められていた多くのポストを女子が占めることになっ

た。実際，南北戦争の期間中，召集によって狩り出され

た男子の後に,大学に残っていた大部分は女子であった。

その極端な例は，先に見たアンティオク・カレッジであ

るが，その他，たとえば，ウィスコンシン州立大学では，

戦時中は，次のような状態であった。

「南北戦争の間，大学を維持,運営してゆくために，

ウィスコンシンに女子が入学許可されたとき，残っ

ていた一握りの男子は.したく自尊心を傷つけられ，

いかなる仕方でも女子の存在を認めることを拒否し

た。女子たちは，男子たちに対して何ら注意を払わ

ぬ，という仕方で応酬したのである(G3)｡」

しかし,さらに重要なことは，多数の女子が教職に進

'二}Ｉしたことである。たとえば，イリノイ州においては，

1855年に女子教員の全体に占める比率が３９％であった

ものが，1875年には５７％と，過半数を占めるようにな

っている。さらに，ヴァーモントにおいては，同期間に，

21％から８５９６にまで増加している。この傾向は他州に

ついてもほぼ同様であり，戦争終結後，社会がようやく

安定した後は，いくらかの減少はあるものの，その後着

実にI｢'１ぴ続けている(6ｲ)□しかも，この南北戦争後の数

十年｢lLMが，合州国におけるパブリック・スクールの形成

期にほぼ重なっていることを見のがすことはできない。

すなわち，1860年頃までに一応の体制を整備した合州国

の公教育制度は(65)，その後，）11償のハイ・スクールの

興隆につらなっていくのであるが〔")，このことは，パ

ブリック・スクールにおいて，男子および女子の両方の

教育を女子教員の手に委ねるようになったことを意味す

るのである。そもそもﾛ女子の高等教育を阻んでいる大

きな障害として，高等教育を受けた女子が，それに見合

うだけの社会的地位を約束されていない，ということが

あったが，女子に対して教職が開放されたことは，この

障害を取り除く一歩となったのであり，さらにまた，こ

れが一般に女子の高等教育への関心を高めたものなので

ある('i7)。「(真の意味で）簸初の女子大学であるかどう

かは，織論の余地のない｣(ii8)といわれるヅァサー女子大

学が誕生し当時，西部にｵｧける最も重要な州立大学で

あり，「女子に対する大学教育の機会を，全学年の全学

[iMにわたって与えた，オゲそらく最初の(鵬')」大学である

と評される，ミシガン州立大学が共学化されたの(よ，こ

のような状況の１１１であった。さらに，この時期には，西

部のウィスコンシン，Ｉ東部のコーネルなどの諸大学が共

学化され，それにつれて，男女共学の問題も，さらに論

議されるようになるが，それらの詳細については別稿に

ゆずりたい。
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